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公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第208号 

 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第22条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかっ

たので、同条例第27条の規定により、次のとおり公示する。 

  平成25年６月27日 

                                   兵庫県公安委員会 

                                     委員長 橋 本 猛 伸  

１ 勧告に従わなかった法人の名称 

  兵庫県神農商業協同組合 

２ 代表者の氏名 

  寺 浦   明 

３ 主たる事務所の所在地 

  兵庫県高砂市西畑一丁目７番13号 

４ 公表の原因となる事実 

  兵庫県神農商業協同組合は、平成23年12月16日、その業務に関する紛争の解決又は鎮圧の対償として、指

定暴力団六代目山口組の暴力団員に対し、現金80万円の財産上の利益を供与したことにより、暴力団排除条

例第22条の規定による勧告を受けた者であるが、当該勧告に従わず、平成24年３月20日頃から平成25年４月

28日頃までの間、指定暴力団六代目山口組の暴力団員に対し、現金350万円の財産上の利益を供与したもの 
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